別記第１号様式

	森林整備工事指名停止等措置に係る苦情申立て手続きについて


	


　今回の森林整備工事指名停止措置等措置に対して、指名停止の場合は当該指名停止の期間内に、文書警告、文書注意または口頭注意を受けた場合は当該措置を受けた日の翌日から起算して２週間以内に苦情申立てを行うことができます。

　苦情申立てを行うための手続等詳しくは、下記まで御照会下さい。

問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒950-8570　新潟県農林水産部治山課治山係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　025-285-5511　内線3043

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　025-283-3841

別記第２号様式

苦情申立書
　　年　　月　　日

　新潟県知事　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情申立者の住所・氏名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の所在地、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称、代表者氏名を記載のこと
　新潟県森林整備工事指名停止等措置に係る苦情処理手続要領第３条の規定により、下記のとおり苦情の申立てをします。

記

１　申立てに係る措置

２　申立ての趣旨及び理由

別記第３号様式

苦情申立に対する回答書
（文書番号）
　　年　　月　　日

　苦情申立者の住所・氏名　様

　苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の所在地、
　商号又は名称、代表者氏名を記載のこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県知事　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで貴職より申立てのあった件について、新潟県森林整備工事指名停止等措置に係る苦情処理手続要領第４条第１項の規定により、下記のとおり回答します。

　なお、この回答に不服がある場合は、同要領第７条の規定に基づき、この回答書を受理した日から起算して２週間以内〔貴職が受けた指名停止の期間内〕に、再苦情の申立てを行うことができます。

記

１　苦情申立ての対象措置

２　苦情申立てに対する回答及びその理由

別記第４号様式

苦情申立却下通知書
（文書番号）
　　　　年　　月　　日

　苦情申立者の住所・氏名　様

　苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の所在地、
　商号又は名称、代表者氏名を記載のこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県知事　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで貴職より申立てのあった件については、この申立てが下記のとおり客観的かつ明白に適格を欠くと認められるので、新潟県森林整備工事指名停止等措置に係る苦情処理手続要領第５条の規定により、これを却下します。

記

１　苦情申立ての対象措置

２　苦情申立てを却下する理由

別記第５号様式

再苦情申立書
　　　　年　　月　　日

　新潟県知事　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再苦情申立者の住所・氏名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　再苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の所在地、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称、代表者氏名を記載のこと
　新潟県森林整備工事指名停止等措置に係る苦情処理手続要領第４条第１項の規定により、　　　　年　　月　　日付け（文書番号）で貴職より回答のあった件について、その内容に不服があるので、同要領第７条の規定により、下記のとおり再苦情の申立てをします。

記

１　再苦情申立てに係る措置

２　再苦情申立ての内容（不服のある事項）及びその根拠

別記第６号様式

再苦情申立に対する回答書
（文書番号）
　　　　年　　月　　日

　再苦情申立者の住所・氏名　様

　再苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の所在地、
　商号又は名称、代表者氏名を記載のこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県知事　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで貴職より申立てのあった件について、新潟県森林整備工事指名停止等措置に係る苦情処理手続要領第８条の規定による新潟県入札監視委員会における意見の内容を踏まえ、同要領第９条の規定により、下記のとおり回答します。

記

１　再苦情申立ての対象措置

２　再苦情申立てに対する回答及びその理由、これに伴って講じようとする措置の概要

（再苦情の申立てを認めない場合にあっては、「講じようとする措置の概要」は記載不要のこと）
別記第７号様式

再苦情申立却下通知書
（文書番号）
　　　　年　　月　　日

　再苦情申立者の住所・氏名　様

　再苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の所在地、
　商号又は名称、代表者氏名を記載のこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県知事　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで貴職より申立てのあった件については、この申立てが下記のとおり客観的かつ明白に適格を欠くと認められるので、新潟県森林整備工事指名停止等措置に係る苦情処理手続要領第10条の規定により、これを却下します。

記

１　再苦情申立ての対象措置

２　再苦情申立てを却下する理由

